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★青森県上北農林水産事務所中央家畜保健衛生所
★県南地区家畜衛生推進協議会

青森県ではヨーネ病定期検査を、肉用牛で２年毎、乳用

牛で５年毎に実施していますが、令和８年４月から検査の

対象月齢を、以下のとおり変更します。

ヨーネ病検査についてのお知らせ

変

更

前 12か月齢以上

変

更

後 24か月齢以上

検査手数料は

450円/頭

です！

県内・県外

導入牛の検査も

しましょう！

青森県中央家畜保健衛生所 十和田市西十二番町19-23
電話：0176-23-6235（平日）090-6453-7023（休日・夜間）

＜変更点：検査対象月齢＞

繁殖用のメス牛

繁殖用のメス牛

ヨーネ病発生予防のためご協力をお願いします！


